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報 告 一 覧 表 （法第４３条第２項第２号一括同意基準による許可）

第 ７－13 号第 ７－12号第 ７－11号報 告 番 号

—堺市長 永藤英機—申 請 者

申
請
地 東区引野町3丁55番12、55番13堺区大浜北町4丁77番1の一部中区深井水池町3022番敷地の位置

第１種住居地域第１種住居地域第2種中高層住居専用地域用 途 地 域

一戸建ての住宅
市民プール更衣室

（増築部分 券売機上屋）
一戸建ての住宅建築物の用途

建
築
物
の
概
要

106.63㎡898.68㎡60.46㎡敷 地 面 積

51.34㎡申請部分 4.89㎡（全体299.31㎡）36.85㎡建 築 面 積

96.89㎡申請部分 4.89㎡（全体274.91㎡）96.26㎡延 べ 面 積

木造鉄骨造木造構 造

213階 数

7.348ｍ2.608m9.546ｍ高 さ

道路状空地公園道路状空地空地の種類

空
地
等
の
概
要

4.7m—4.0m
空地等の幅員
（現況幅員）

4.7m—4.0m協定幅員

51年—47年
既 設

経 過 年 数

令和7年12月3日令和7年12月24日令和7年10月28日許可年月日
許
可
内
容

堺建安第X-11号堺建安第X-10号堺建安第X-8号許 可 番 号

エ号 該当キ号 該当エ号 該当一括同意基準

備 考
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報 告 一 覧 表 （法第４３条第２項第２号一括同意基準による許可）

第 ７－16 号第 ７－15 号第 ７－14 号報 告 番 号

———申 請 者

申
請
地 東区石原町３丁124番5の一部東区石原町３丁124番2の一部西区鳳南町３丁181番5の一部敷地の位置

市街化調整区域市街化調整区域第１種住居地域用 途 地 域

一戸建ての住宅一戸建ての住宅一戸建ての住宅建築物の用途

建
築
物
の
概
要

135.94㎡121.41㎡99.46㎡敷 地 面 積

59.53㎡42.12㎡56.16㎡建 築 面 積

108.94㎡72.09㎡111.12㎡延 べ 面 積

木造木造鉄骨造構 造

2２2階 数

7.177ｍ8.717m7.492ｍ高 さ

道路状空地道路状空地道路状空地空地の種類

空
地
等
の
概
要

3.5m～4.0m3.5m～4.0ｍ2.18m～3.58m
空地等の幅員
（現況幅員）

4.0m4.0ｍ4.0m協定幅員

53年50年5４年
既 設

経 過 年 数

令和8年1月16日令和7年12月23日令和7年12月17日許可年月日
許
可
内
容

堺建安第X-14号堺建安第X-13号堺建安第X-12号許 可 番 号

オ号 該当オ号 該当オ号 該当一括同意基準

備 考
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第11号 中区深井水池町

4



報 告 一 覧 表 （法第４３条第２項第２号一括同意基準による許可）

第 ７－13 号第 ７－12号第 ７－11号報 告 番 号

—堺市長 永藤英機—申 請 者

申
請
地 東区引野町3丁55番12、55番13堺区大浜北町4丁77番1の一部中区深井水池町3022番敷地の位置

第１種住居地域第１種住居地域第2種中高層住居専用地域用 途 地 域

一戸建ての住宅
市民プール更衣室

（増築部分 券売機上屋）
一戸建ての住宅建築物の用途

建
築
物
の
概
要

106.63㎡898.68㎡60.46㎡敷 地 面 積

51.34㎡申請部分 4.89㎡（全体299.31㎡）36.85㎡建 築 面 積

96.89㎡申請部分 4.89㎡（全体274.91㎡）96.26㎡延 べ 面 積

木造鉄骨造木造構 造

213階 数

7.348ｍ2.608m9.546ｍ高 さ

道路状空地公園道路状空地空地の種類

空
地
等
の
概
要

4.7m—4.0m
空地等の幅員
（現況幅員）

4.7m—4.0m協定幅員

51年—47年
既 設

経 過 年 数

令和7年12月3日令和7年12月24日令和7年10月28日許可年月日
許
可
内
容

堺建安第X-11号堺建安第X-10号堺建安第X-8号許 可 番 号

エ号 該当キ号 該当エ号 該当一括同意基準

備 考
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一括同意基準 エ 号
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中区深井水池町（申請地位置図）

7

水賀池

南海泉北線

至深井駅



中区深井水池町（申請地配置図）
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④

③

①

②



9

中区深井水池町（協定書）



中区深井水池町 写真① 北側市道接続部
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中区深井水池町 写真② 協定通路
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中区深井水池町 写真③ 協定通路
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中区深井水池町 写真④ 申請地
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第12号 堺区大浜北町

14



15

報 告 一 覧 表 （法第４３条第２項第２号一括同意基準による許可）

第 ７－13 号第 ７－12号第 ７－11号報 告 番 号

—堺市長 永藤英機—申 請 者

申
請
地 東区引野町3丁55番12、55番13堺区大浜北町4丁77番1の一部中区深井水池町3022番敷地の位置

第１種住居地域第１種住居地域第2種中高層住居専用地域用 途 地 域

一戸建ての住宅
市民プール更衣室

（増築部分 券売機上屋）
一戸建ての住宅建築物の用途

建
築
物
の
概
要

106.63㎡898.68㎡60.46㎡敷 地 面 積

51.34㎡申請部分 4.89㎡（全体299.31㎡）36.85㎡建 築 面 積

96.89㎡申請部分 4.89㎡（全体274.91㎡）96.26㎡延 べ 面 積

木造鉄骨造木造構 造

213階 数

7.348ｍ2.608m9.546ｍ高 さ

道路状空地公園道路状空地空地の種類

空
地
等
の
概
要

4.7m—4.0m
空地等の幅員
（現況幅員）

4.7m—4.0m協定幅員

51年—47年
既 設

経 過 年 数

令和7年12月3日令和7年12月24日令和7年10月28日許可年月日
許
可
内
容

堺建安第X-11号堺建安第X-10号堺建安第X-8号許 可 番 号

エ号 該当キ号 該当エ号 該当一括同意基準

備 考



一括同意基準 キ号
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堺区大浜北町（申請地位置図）

17

大浜公園

申請地

堺旧港



堺区大浜北町（申請地配置図）

18

②
③

①

④



堺区大浜北町 写真① 東側府道より大浜公園（出入口）
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堺区大浜北町 写真② 公園内通路（北側）
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堺区大浜北町 写真③ 公園内通路（東側）
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堺区大浜北町 写真④ 申請地 増築部分（券売機上屋）
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第13号 東区引野町
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報 告 一 覧 表 （法第４３条第２項第２号一括同意基準による許可）

第 ７－13 号第 ７－12号第 ７－11号報 告 番 号

—堺市長 永藤英機—申 請 者

申
請
地 東区引野町3丁55番12、55番13堺区大浜北町4丁77番1の一部中区深井水池町3022番敷地の位置

第１種住居地域第１種住居地域第2種中高層住居専用地域用 途 地 域

一戸建ての住宅
市民プール更衣室

（増築部分 券売機上屋）
一戸建ての住宅建築物の用途

建
築
物
の
概
要

106.63㎡898.68㎡60.46㎡敷 地 面 積

51.34㎡申請部分 4.89㎡（全体299.31㎡）36.85㎡建 築 面 積

96.89㎡申請部分 4.89㎡（全体274.91㎡）96.26㎡延 べ 面 積

木造鉄骨造木造構 造

213階 数

7.348ｍ2.608m9.546ｍ高 さ

道路状空地公園道路状空地空地の種類

空
地
等
の
概
要

4.7m—4.0m
空地等の幅員
（現況幅員）

4.7m—4.0m協定幅員

51年—47年
既 設

経 過 年 数

令和7年12月3日令和7年12月24日令和7年10月28日許可年月日
許
可
内
容

堺建安第X-11号堺建安第X-10号堺建安第X-8号許 可 番 号

エ号 該当キ号 該当エ号 該当一括同意基準

備 考
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東区引野町（申請地位置図）

25

申請地

南八下西公園



東区引野町（申請地配置図）

26

①

②

③
④



27

東区引野町（通路図面）

通路部（東区引野町55番1、55番2）
沿接住民の共有地



東区引野町 写真① 北側位置指定道路
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東区引野町 写真② 北側位置指定道路接続部
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東区引野町 写真③ 道路状空地
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東区引野町 写真④ 申請地
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第14号 西区鳳南町
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報 告 一 覧 表 （法第４３条第２項第２号一括同意基準による許可）

第 ７－16 号第 ７－15 号第 ７－14 号報 告 番 号

———申 請 者

申
請
地 東区石原町３丁124番5の一部東区石原町３丁124番2の一部西区鳳南町３丁181番5の一部敷地の位置

市街化調整区域市街化調整区域第１種住居地域用 途 地 域

一戸建ての住宅一戸建ての住宅一戸建ての住宅建築物の用途

建
築
物
の
概
要

135.94㎡121.41㎡99.46㎡敷 地 面 積

59.53㎡42.12㎡56.16㎡建 築 面 積

108.94㎡72.09㎡111.12㎡延 べ 面 積

木造木造鉄骨造構 造

2２2階 数

7.177ｍ8.717m7.492ｍ高 さ

道路状空地道路状空地道路状空地空地の種類

空
地
等
の
概
要

3.5m～4.0m3.5m～4.0ｍ2.18m～3.58m
空地等の幅員
（現況幅員）

4.0m4.0ｍ4.0m協定幅員

53年50年5４年
既 設

経 過 年 数

令和8年1月16日令和7年12月23日令和7年12月17日許可年月日
許
可
内
容

堺建安第X-14号堺建安第X-13号堺建安第X-12号許 可 番 号

オ号 該当オ号 該当オ号 該当一括同意基準

備 考
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一括同意基準 オ 号

34



西区鳳南町（申請地位置図）

鳳公園

申請地

35



西区鳳南町（申請地配置図）

①

36



37

西区鳳南町（協定書）



西区鳳南町 写真① 東側市道接続部

38



西区鳳南町 写真② 協定通路（東側）

39



西区鳳南町 写真③ 申請地

40



第15号 東区石原町

41



42

報 告 一 覧 表 （法第４３条第２項第２号一括同意基準による許可）

第 ７－16 号第 ７－15 号第 ７－14 号報 告 番 号

———申 請 者

申
請
地 東区石原町３丁124番5の一部東区石原町３丁124番2の一部西区鳳南町３丁181番5の一部敷地の位置

市街化調整区域市街化調整区域第１種住居地域用 途 地 域

一戸建ての住宅一戸建ての住宅一戸建ての住宅建築物の用途

建
築
物
の
概
要

135.94㎡121.41㎡99.46㎡敷 地 面 積

59.53㎡42.12㎡56.16㎡建 築 面 積

108.94㎡72.09㎡111.12㎡延 べ 面 積

木造木造鉄骨造構 造

2２2階 数

7.177ｍ8.717m7.492ｍ高 さ

道路状空地道路状空地道路状空地空地の種類

空
地
等
の
概
要

3.5m～4.0m3.5m～4.0ｍ2.18m～3.58m
空地等の幅員
（現況幅員）

4.0m4.0ｍ4.0m協定幅員

53年50年5４年
既 設

経 過 年 数

令和8年1月16日令和7年12月23日令和7年12月17日許可年月日
許
可
内
容

堺建安第X-14号堺建安第X-13号堺建安第X-12号許 可 番 号

オ号 該当オ号 該当オ号 該当一括同意基準

備 考



東区石原町（申請地位置図）

申請地

南八下中学校

43



東区石原町（申請地配置図）

①

44

②



東区石原町（協定書）

45



東区石原町 写真① 北側市道接続部

46



東区石原町 写真② 協定通路

47



東区石原町 写真③ 申請地

48



第16号 東区石原町

49



50

報 告 一 覧 表 （法第４３条第２項第２号一括同意基準による許可）

第 ７－16 号第 ７－15 号第 ７－14 号報 告 番 号

———申 請 者

申
請
地 東区石原町３丁124番5の一部東区石原町３丁124番2の一部西区鳳南町３丁181番5の一部敷地の位置

市街化調整区域市街化調整区域第１種住居地域用 途 地 域

一戸建ての住宅一戸建ての住宅一戸建ての住宅建築物の用途

建
築
物
の
概
要

135.94㎡121.41㎡99.46㎡敷 地 面 積

59.53㎡42.12㎡56.16㎡建 築 面 積

108.94㎡72.09㎡111.12㎡延 べ 面 積

木造木造鉄骨造構 造

2２2階 数

7.177ｍ8.717m7.492ｍ高 さ

道路状空地道路状空地道路状空地空地の種類

空
地
等
の
概
要

3.5m～4.0m3.5m～4.0ｍ2.18m～3.58m
空地等の幅員
（現況幅員）

4.0m4.0ｍ4.0m協定幅員

53年50年5４年
既 設

経 過 年 数

令和8年1月16日令和7年12月23日令和7年12月17日許可年月日
許
可
内
容

堺建安第X-14号堺建安第X-13号堺建安第X-12号許 可 番 号

オ号 該当オ号 該当オ号 該当一括同意基準

備 考



東区石原町（申請地位置図）

南八下中学校

申請地

51



東区石原町（申請地配置図）

（15号）

①

52

（16号）



東区石原町（協定書）

（15号）

（16号）

53



東区石原町 写真① 協定通路及び申請地

専用通路

54



堺市総合設計制度許可要領の改正について報告事項

■前回報告

持続可能性とエリア価値を高める都市機能誘導方針において、めざすべき都市像の実現に向

けた都市機能誘導方針と都市機能誘導区域における容積率緩和に関する制度を運用するため

に、建築基準法第59条の2第1項に規定する総合設計制度を運用するとされたことを踏まえ、都

市機能誘導方針に基づいて行われる総合設計制度の許可に関し必要な事項を定め、計画的

かつ質の高い都市開発を通じて、市街地環境の整備・改善及び都市機能の向上を図ることを目

的とし新たに「（仮称）堺市都市機能誘導適合型総合設計制度許可要領 」を定める。

◆改正趣旨

耐震性不足の老朽マンションの建替え等を促進するため、マンションの建替えの円滑化等に関す

る法律の基づく認定を受けたマンション「要除却認定マンション」の建替えにより新たに建築されるマ

ンションで、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資するものについて、特定行政

庁の許可により容積率制限を緩和できることとして「マンション建替型総合設計」を運用している。

マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正（令和8年4月1日施行）により、法律第

163条の59で、同法第163条の56第１項に基づく要除却等認定を受けたマンションの建替え

又は更新で、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資するものについて、容積率

制限の緩和に加え、新たに、特定行政庁の許可により高さ制限（絶対高さ・斜線制限）を緩

和できることとなった。

本改正を踏まえ、国による「総合設計許可準則」が改正されたことから、「堺市総合設計制度

許可要領」を改正を行う。



堺市総合設計制度許可要領の改正について報告事項

2

以下の(1),(2)いずれか

(1)一般型総合設計の基準に適合

(2)以下のア及びイを満たす
ア 建替え後の絶対高さが、要除却等認定マン

ションの絶対高さを超えない
イ 建替え後の絶対高さ制限を超える部分の規模

が、要除却等認定マンションの絶対高さ制限
を超える部分の規模と同等以下

※具体的には、以下の条件
a) 各敷地境界辺上の鉛直面への絶対高さを超え
る部分の投影面積が増加しない

マンション再生型総合設計
絶対高さ制限の許可基準（案）

Oi

Sj規制値

建替え前 Oi

Sj’

建替え後

■道路斜線制限、隣地斜線制限

各斜線制限について、以下の(1),(2)いずれか

(1)一般型総合設計の基準に適合

(2)以下のア及びイを満たす
ア 建替え後の建築物の高さが、要除却等認定マ

ンションの建築物の高さ又は絶対高さ制限の
限度を超えない

イ 建替え後の建築物規模が、要除却等認定マン
ションの建築物規模と同等以下

※具体的には、以下a,bいずれかの条件
a) 各敷地境界辺上の鉛直面への建築物全体の投
影面積が増加しない

b)天空率が減少しない

■北側斜線制限
○一低専～二中高においては、原則として北側斜
線制限を緩和しない。（例外あり）
※一般型総合設計と同じ

マンション再生型総合設計
斜線制限の許可基準（案）

Oi

Sj

建替え前 Oi建替え後

Sj’



■駐車場台数・駐輪場台数
居住施設については、原則として駐車場は敷地内に全戸数の１００％以上を確保するとともに

自転車置き場とバイク置き場を全戸数の２００％（うちバイク置き場は２０％）以上を敷地内
に確保すること。
ただし、マンション建替型においては、要除却認定マンションの建替事業で必要となる台数を確

保した上で上記台数を緩和することができる。

堺市総合設計制度許可要領の改正について 【素案】報告事項

■泉北ニュータウンでの本要領の適用（商業地域）
① 泉北ニュータウンにおける一般型の適用は、都市計画法第９条第９項に規定する商業地域
内に限る。
② 許可の対象となる建築物は、地域振興に資する施設（以下「地域振興施設」という。）の整
備をおこなう開発区域内に整備する建築物とする。ただし、地域振興施設については、関係部局
と協議を行うこと。
③～⑥略
⑦ 地域振興施設の維持保全を確約すること。

許可の基本要件の見直し

削除

削除


